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 （趣旨） 

１ この要項は、国立大学法人山梨大学会計規則第２１条の２第２項の規定に基づき、

随意契約情報の公表について必要な事項を定める。 

 

 （公表の基準） 

２ 公表の対象は、国立大学法人山梨大学契約規程第３２条第１項第４号及び第５号に

規定する随意契約によることができる金額をそれぞれ超える、次に掲げる随意契約と

する。 

 ⑴ 予定価格が１，０００万円以上の工事又は製造請負契約 

 ⑵ 予定価格が５００万円以上の工事又は製造請負契約以外の契約 

 

 （公表の内容） 

３ 公表の内容は、次の各号に掲げる事項とする。 

 ⑴ 契約種別（工事、製造、購入、借入、役務等） 

 ⑵ 契約件名及び数量 

 ⑶ 契約金額 

 ⑷ 契約年月日 

 ⑸ 契約の相手方の氏名及び住所 

 ⑹ 契約部局名 

 ⑺ 随意契約の理由 

 ⑻ 備考 

 

 （公表の時期） 

４ 公表の時期は、随意契約を締結した日の翌日から起算して７２日以内とする。 

 

 （公表の方法） 

５ 公表の方法は、本学のホームページによるものとする。 

 

 （公表の期間） 

６ 公表の期間は、公表した日の翌日から起算して１年間とする。 

 

   附 記 

１ この要項は、平成１８年８月８日から実施し、平成１８年４月１日以降の契約から

適用する。 

２ 平成１８年４月１日から平成１８年８月８日までの間において締結した随意契約

のうち、公表するものについては、第４項の規定にかかわらず、平成１８年８月３１

日までに公表するものとする。 

 


